
   四街道市手数料条例の一部を改正する条例 
 
 四街道市手数料条例（平成元年条例第５号）の一部を次のように改正する。 
 
 別表その１の款の２８の項⑴中「９１，０００円」を「９２，０００円」に改め、同項 
⑵中「８２０，０００円」を「８３０，０００円」に、「９９０，０００円」を「  
１，０１０，０００円」に、「１，１００，０００円」を「１，１２０，０００円」に、 
「１，４００，０００円」を「１，４２０，０００円」に、「１，６４０，０００円」を 
「１，６６０，０００円」に、「３，８５０，０００円」を「３，８８０，０００円」に、 
「５，０９０，０００円」を「５，１００，０００円」に、「１，１２０，０００円」を 
「１，１３０，０００円」に、「１，３３０，０００円」を「１，３４０，０００円」に、 
「１，４８０，０００円」を「１，５００，０００円」に、「２，１２０，０００円」を 
「２，１４０，０００円」に、「４，３３０，０００円」を「４，３５０，０００円」に 
改め、同項⑶中「９１，０００円」を「９２，０００円」に改め、同款の３２の項⑴中「 
９５０，０００円」を「９９０，０００円」に、「１，６５０，０００円」を「 
１，７２０，０００円」に、「３，１８０，０００円」を「３，３２０，０００円」に、 
「３，８９０，０００円」を「４，０６０，０００円」に、「４，４５０，０００円」を 
「４，６５０，０００円」に改め、同款の３３の項⑴中「４１０，０００円」を「  
４３０，０００円」に、「９２０，０００円」を「９６０，０００円」に、「  
１，１６０，０００円」を「１，２１０，０００円」に、「２，８３０，０００円」を「 
２，９５０，０００円」に、「３，４７０，０００円」を「３，６２０，０００円」に、 
「４，０００，０００円」を「４，１７０，０００円」に改め、同表その２の款の２６、 
２７、３０及び３１の項中「１１５，３５０円」を「１１８，５６０円」に、「 
１６６，８００円」を「１７１，４８０円」に改める。 
 
   附 則 
 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 


